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株式会社 ジョブウェル　障害者就労支援事業所

ジョブウェル（指定障害者就労移行支援事業所：2317900104）
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[image: image7.emf]ジョブウェル就職者数推移（平成21年6月現在）
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　100年に一度といわれる不況が続き、障害者の雇用率・解雇率も過去最悪となっており、まだまだ先の見えない状態が続いております。ジョブウェルを利用希望する方や見学する方も増えてきています。職業安定所にはほぼ毎日のように求職活動に行きますが、常に人であふれている状態です。
ジョブウェルでは、5月に新たに2人の方が増えましたが、日々の努力の甲斐があり、5月に１人、6月に１人の就職が決まりました。内一人は、実習期間を経て採用となります。
現在、施設内・外訓練、施設外就労を中心を中心に求職訓練を実施していますが、6月より新たな企業様と契約し、施設外就労の場を提供いただきました。始めは施設内での練習でしたが、今月よりスタートします。求職活動の場として、少しずつ充実できてはいますが、まだまだ足りないのが現状です。今後も少しずつ施設外での訓練の場を開拓し、より実践的な就労訓練を実施できるようにしていく予定です。
今までは職員6名での支援体制でしたが、新しく施設外就労の場が増えた事を機に、障害者の方を職員として一名雇用しました。職員の数だけではなく、そのときに一番いい就労支援の体制を考え、作り、就労支援に努めていきます。
今年中にサービス管理責任者２名の修了、職場適応援助者研修、初任者研修各1名の延べ4名の研修修了を予定しています。利用する方のスキルアップのために、職員のスキルアップにも努力していきます。


最近思っていること･･･　　　　　　　　　求人開拓がしたい･･･
障害がある方の就労支援するために･･･
法整備は整いつつある･･･

さあ動こう･･･


　前文の通り、ジョブウェルでの職業訓練が増えたことにより新たに障害者の職員を雇用させていただきました。

普段私たちが企業様へ説明させていただいております各種助成・補助・助成金の事を改めて調べましたが、細かい決まり事があり、ただ資料を見るだけでは分からないことが沢山ありました。
企業様（企業の担当者様）の方たちに説明させていただく為に、様々なホームページや関係機関で調べていますが、現実に雇用する側になると、手続きの煩わしさ面倒くささを知りました。
現在は「トライアル雇用奨励金」のみの手続きをしていますが、今後も「特定求職者雇用開発助成金」等申請していく予定です。

今回の事、これからのことも含め、企業様（企業の担当者様側に立った）、とても重要な体験となりました。今後も生かしていきたいと思います。


　まだまだ先の見えない不況が続いていますが、昨年度に解雇された障害者は全国で２７７４名になってしまいました。

就職している方も解雇されない保障はどこにも無く、ジョブウェルにも、このような相談がとても多くあります。
これだけ多くの障害者が解雇される原因として、不況以外にも様々な理由があると思います。例えば、その障害者「個人」を雇うのではなく、「いち障害者」としてだけ、企業が社会的責任を果たすだけで雇っていた障害者、若しくは、養護学校等を卒業後、一つの進路として、何のアフターも無く、ただ単に就職してしまった方。その時は就職できてよかったと誰もが思うかもしれませんが、解雇された障害者数をみると、本当の意味でよかったといえないかもしれません。

ジョブウェルでは、その方「個人」を見ていただき、就職できるようにしていきます。就職する本人、雇用主となる企業様への事前の確認やアフターのやり方等、ジョブウェルの就労支援全体を説明させていただいた上で雇用を目指して支援させていただきたいと思います。
平成22年7月1日からは、障害者雇用納付金の適応範囲が引き下げられます。このような制度は必要と考えますが、上記のようなこと（解雇者数の増大）にならないようにしていきたいと思います。


シリーズ6　　　愛知県障害者就労支援者　　　　　　　　 

関係機関とは少し異なることですが、愛知県には「愛知県障害者就労支援者」という資格があります。簡単に説明すると、ジョブコーチ（職場適応援助者）という国の資格がありますが、愛知県障害者就労支援者とは、県のジョブコーチの資格になります。
異なる点としては、ジョブコーチ（国）と比較すると、障害者就労支援者（県）の方が利用しやすい点です。資格としては「県」と「国」ですが、支援できる資格の違いだけなので、支援の内容としては全く同じ支援が受ける事が可能となります。
障害者就労支援者は、福祉施設の職員を対象にした研修を修了した者が、福祉的就労から一般就労への移行を推進するための支援者です。障害者の職場等に就労支援者を派遣する事業がありますので、障害者雇用を考える方、就職を目指す障害者の方、今後の参考にしていただきたいと思います。
ジョブウェルでは、就職した方、する方に随時実施しています。国のジョブコーチと比較すると、利用の仕方がとてもスムーズであり、すぐに対応することができ、費用もかかりません。このメリットを活かし、就労後の支援もより充実させることが出来ています。平成20年度は9月～3月、7名に対し延べ38回派遣を行い、うち4名が就職しました。残り3名の方は求職活動のみの派遣にとどまりました。皆様からのご利用に関するお問い合わせ、お待ち申し上げます。

第６回　　　　「障害者雇用ファースト･ステップ奨励金」～新しく創設されました！！～

　障害者雇用ファースト・ステップ奨励金とは、障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる56人～300人規模の中小企業）において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者（一般被保険者）として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。ただし、雇用失業情勢が改善するまでの時限措置となります。
　支給要件は細かく定めてありますが、上記の対象となる事業主の方は、是非、検討してみてください。
支給額は、１人目の障害者を雇用することに対し、100万円となります。

☆ジョブウェルでは利用者の方の安定的な工賃の支給のため、以下のような企業・団体様を探しています。

●障がい者がグループ（3名以上＋職員1名）で働く事ができる仕事場。（請け負った作業を発注先の企業・団体内で行います。）※アルバイト・職場体験のご提供も歓迎いたします。※ジョブウェルからグループにて出勤いたします。

◆この掲載内容についてのご質問など、ご不明な点がございましたら、ジョブウェルまでお問い合わせ下さい。
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〒４８８－００２３


愛知県尾張旭市瀬戸川町2-3パレスＴ2　1階


ＴＥＬ/０５６１－５４－５７３０
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